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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦糸用金属線を縦糸とし、横糸用金属線を横糸とする金属織物であって、
前記縦糸用金属線と前記横糸用金属線とが異種金属材料からなり、
　前記縦糸用金属線の延在方向に、第一横糸用金属線が所定の幅領域に並列してなる第一
織込領域と、
　前記縦糸用金属線の延在方向に、第二横糸用金属線が所定の幅領域に並列してなる第二
織込領域と、を有し、
　前記第一横糸用金属線と前記第二横糸用金属線とが異なる金属線からなることを特徴と
する金属織物。
【請求項２】
　縦糸方向の曲げ強さと、横糸方向の曲げ強さとが、異なる請求項１に記載の金属織物。
【請求項３】
　前記縦糸用金属線の曲げ強さと、前記横糸用金属線の曲げ強さとが異なる請求項２に記
載の金属織物。
【請求項４】
　前記縦糸用金属線の曲げ強さが、前記横糸用金属線の曲げ強さより大きい請求項３に記
載の金属織物。
【請求項５】
　波形状かつ所定方向に延在する前記縦糸用金属線の縦糸第一頂点と、前記縦糸第一頂点
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に隣り合う前記縦糸用金属線の縦糸第二頂点との高低差Ａと、
　波形状かつ所定方向に延在する前記横糸用金属線の横糸第一頂点と、前記横糸第一頂点
に隣り合う前記横糸用金属線の横糸第二頂点との高低差Ｂと、が異なる請求項１から４の
いずれか一項に記載の金属織物。
【請求項６】
　前記縦糸用金属線の曲げ強さが、前記横糸用金属線の曲げ強さよりも大きく、かつ、
前記高低差Ａよりも前記高低差Ｂが大きい請求項５に記載の金属織物。
【請求項７】
　前記第一横糸用金属線に含まれる金属の主成分と、前記第二横糸用金属線に含まれる金
属の主成分とが、異種である請求項１から６のいずれか一項に記載の金属織物。
【請求項８】
　前記縦糸用金属線または前記横糸用金属線の延在方向において、部分的にメッシュ数が
変更されている請求項１から７のいずれか一項に記載の金属織物。
【請求項９】
　前記縦糸用金属線に含まれる金属の主成分と、前記横糸用金属線に含まれる金属の主成
分と、が異種である請求項１から８のいずれか一項に記載の金属織物。
【請求項１０】
　縦糸用金属線を縦糸とし、横糸用金属線を横糸とする金属織物であって、
前記縦糸用金属線と前記横糸用金属線とが異種金属材料からなり、
　前記縦糸用金属線がステンレス鋼であり、前記横糸用金属線が黄銅であることを特徴と
する金属織物。
【請求項１１】
　前記縦糸用金属線の曲げ強さよりも前記横糸用金属線の曲げ強さが小さく、かつ、
　前記縦糸用金属線の引張破断強度（Ｎ）を前記縦糸用金属線の前記曲げ強さで除した値
よりも、前記横糸用金属線の引張破断強度（Ｎ）を前記横糸用金属線の前記曲げ強さで除
した値が大きい請求項１から１０のいずれか一項に記載の金属織物。
【請求項１２】
　縦糸用金属線を縦糸とし、横糸用金属線を横糸とする金属織物であって、
前記縦糸用金属線と前記横糸用金属線とが異種金属材料からなり、
　前記縦糸用金属線または前記横糸用金属線の一方が、第一の金属材料からなる金属線お
よび第二の金属材料からなる金属線を含む混合体であり、
　前記縦糸用金属線または前記横糸用金属線の他方が、前記第一の金属材料からなる金属
線を含まず、前記第二の金属材料からなる金属線を含むことを特徴とする金属織物。
【請求項１３】
　縦糸用金属線を縦糸とし、横糸用金属線を横糸とする金属織物であって、
前記縦糸用金属線と前記横糸用金属線とが異種金属材料からなり、
　前記縦糸用金属線および前記横糸用金属線が、第一の金属材料からなる金属線および第
二の金属材料からなる金属線を共に含む混合体であり、
　前記第一の金属材料からなる金属線と前記第二の金属材料からなる金属線との本数比が
、前記縦糸用金属線と前記横糸用金属線とで相違することを特徴とする金属織物。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか一項に記載の金属織物を含んで構成されることを特徴とす
る室内装飾品。
【請求項１５】
　請求項１から１３のいずれか一項に記載の金属織物と、前記金属織物の外縁を支持する
枠体と、を有することを特徴とする仕切り部材。
【請求項１６】
　請求項１から１３のいずれか一項に記載の金属織物を含んで構成されることを特徴とす
る衣類。
【請求項１７】
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　請求項１から１３のいずれか一項に記載の金属織物を含んで構成されることを特徴とす
る電磁波シールド部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属織物、および、金属織物を利用した室内装飾品、仕切り部材、衣類、お
よび電磁波シールド部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、金属線材料を縦糸および横糸に用いてなる金属織物（以下、「従来金属織物
」という）が、種々提案されている。
【０００３】
　たとえば、特許文献１には、色を施すことなく網面に同心円状の陰影模様を視認させる
特殊な意匠性を有する網構造体（以下、従来技術１ともいう）が考案されている。従来技
術１は、複数枚の網材を使用するものであって、少なくとも一枚の網材として、網面の中
央部を頂点としてなだらかな曲線で周囲に向けて湾曲するものを用いる。従来技術１は、
当該中央部が外側に向くよう、複数枚の網材を積層させることによって構成されている。
従来技術１は、看者が前面側の線材間から背面側を覗き見たとき、当該看者に高さ位置の
異なる背面側の金属線を視認させる。しかも、網材の湾曲の程度によって背面側の金属線
の視認位置が変化するため、結果として、従来技術１は、前面視する看者に対し、金属線
材に着色することなしに網面に同心円状の陰影模様を視認させ得る。
【０００４】
　また、特許文献２には、金属極細線を多線綾織してなる布状物（以下、従来技術２とも
いう）を低周波磁気シールド用材料として用いることが提案されている。具体的には、従
来技術２は、直径１００μｍ以下の極細の金属線を綾織などで織って形成されることによ
って、布の風合いと、磁気シールドという金属の性質と、を合わせ持つことが可能である
。
【０００５】
　特許文献１および特許文献２に例示されるように、種々の金属織物の提案が試みられて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開平５－４９６号公報
【特許文献２】特開平９－２３０８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで特許文献１および特許文献２を含め、従来金属織物はいずれも、縦糸をなす金
属線及び横糸をなす金属線が同種の金属材料で構成されている。これは、古くからの慣習
というだけではなく、金属織物の縦方向および横方向の物性をバランスさせ、等方性の金
属織物製品を提供するという技術常識から採用される構成である。
【０００８】
　しかし、本発明者は金属織物の様々な用途開発を鋭意検討する中で、縦糸および横糸と
して同種の金属材料よりなる金属線を用いるという技術常識によって金属織物の発達が阻
害されていることに気付いた。そして本発明者は、当該技術常識に囚われず、従来にない
新規かつ有用な金属織物およびこれを用いてなる各種製品を提供することを課題とし検討
を行った。
【０００９】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものである。即ち、本発明は、従来にはない新規か



(4) JP 6234404 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

つ有用な金属織物、およびこれを用いた各種製品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の金属織物は、縦糸用金属線を縦糸とし、横糸用金属線を横糸とする金属織物で
あって、上記縦糸用金属線と上記横糸用金属線とが異種金属材料からなることを特徴とす
る。
【００１１】
　また本発明の室内装飾品は、本発明の金属織物を用いてなることを特徴とする。
　また本発明の仕切り部材は、本発明の金属織物と、上記金属織物の外縁を支持する枠体
と、を有することを特徴とする。
　また本発明の衣類は、本発明の金属織物を含んで構成されることを特徴とする。
　また本発明の電磁波シールド部材は、本発明の金属織物を含んで構成されることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の金属織物は、縦糸用金属線および横糸用金属線が異種金属材料から構成される
。かかる構成を備えることによって、本発明の金属織物は、従来金属織物にはない新規か
つ有用な性質を発揮するに至った。
　従来金属織物の個別具体的な課題に対する本発明の効果は、後段の具体的な実施形態に
おいて詳細に説明する。
【００１３】
　また本発明の金属織物を用いてなる、本発明の室内装飾品、仕切り部材、衣類、および
電磁波シールド部材は、本発明の金属織物が発揮する新規かつ有用な性質により、従来金
属織物を利用した各種製品と比して、優れた効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】（ａ）は本発明の第一実施形態にかかる金属織物の拡大正面図であり、（ｂ）は
（ａ）のｂ－ｂ線断面図であり、（ｃ）は（ａ）のｃ－ｃ線断面図である。
【図２】本発明の第二実施形態にかかるカーテンの正面図である。
【図３】（ａ）は、本発明の第三実施形態にかかる仕切り部材の正面図であり、（ｂ）は
（ａ）のｂ－ｂ線断面図であり、（ｃ）は（ａ）のｃ－ｃ線断面図である。
【図４】（ａ）および（ｂ）は、本発明の第四実施形態にかかる衣類の袖の正面図である
。
【図５】金属織物の引張強さを測定するための試験片を示す図である。
【図６】実施例１および比較例１に関する伸長量と引張荷重との関係を示すグラフである
。
【図７】実施例２、実施例３および比較例２に関する伸長量と引張荷重との関係を示すグ
ラフである。
【図８】実施例４、比較例３および比較例４の金属織物における１ＭＨｚから１ＧＨｚま
での周波数帯域での電磁波シールド効果を示すグラフである。
【図９】比較例４および比較例５の金属織物における１ＭＨｚから１ＧＨｚまでの周波数
帯域での電磁波シールド効果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。すべての図面において、同
様の構成要素には同一の符号を付し、重複する説明は適宜に省略する。本実施の形態では
図示するように前後左右上下またはｘ軸ｙ軸の方向を規定して説明する場合がある。しか
し、これは構成要素の相対関係を簡単に説明するために便宜的に規定するものであり、本
発明を実施する製品の製造時や使用時の方向を限定するものではない。
【００１６】
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　本発明において縦糸とは、長尺状に織られた金属織物の長尺方向に延在する金属線を意
味する。また本発明において横糸とは、上記縦糸に対し、他方向（例えば垂直方向）に織
り込まれる金属線を意味する。
　本明細書においていう金属線とは、金属織物を織る際に用いられる金属素線を意味し、
金属単繊維、および複数の金属素線を撚りあわせてなる撚糸を含む。上記金属線は、当該
金属線を構成する金属が露出しているもの、および外周の少なくとも一部が塗装されてい
るものを含む。
　本発明の金属織物および本発明の金属織物を用いた各実施形態における構成要素は、個
々に独立した存在である必要はなく、複数の構成要素が一個の部材として形成されている
こと、一つの構成要素が複数の部材で形成されていること、ある構成要素が他の構成要素
の一部であること、ある構成要素の一部と他の構成要素の一部とが重複していること、等
を許容する。
【００１７】
＜第一実施形態＞
　以下に、本発明の金属織物に関し、本発明の第一実施形態である金属織物１０の構成に
ついて図１を用いて説明する。
　図１（ａ）は本発明の第一実施形態にかかる金属織物１０の拡大正面図であり、図１（
ｂ）は、（ａ）のｂ－ｂ線断面図であり、（ｃ）は（ａ）のｃ－ｃ線断面図である。
【００１８】
　金属織物１０は、縦糸用金属線４０を縦糸とし、横糸用金属線５０を横糸とする。金属
織物１０は、縦糸用金属線４０と横糸用金属線５０とが、それぞれ異種金属材料からなる
という特徴を有している。
　即ち、金属織物１０は、縦糸用金属線４０を構成する金属材料と、横糸用金属線５０を
構成する金属材料とが異種である。ここで一の金属材料と他の金属材料とが異種であると
は、互いが異なる金属単体である場合、一方の材料が金属単体であり他方の材料が合金で
ある場合、互いの金属材料を構成する合金の組成が異なる場合、および互いの金属材料を
構成する合金の組成が同一であって組成比率が異なる場合のいずれかを意味する。
【００１９】
　金属織物１０は、異種金属材料からなる縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０を用
いることによって、上述する従来金属織物の技術常識を打破し、従来金属織物にはない新
規かつ有用な性質を備える。
【００２０】
　即ち、従来金属織物は、縦糸および横糸が同じ金属材料からなる金属線を用いて構成さ
れていたため、縦糸方向および横糸方向の物性または風合いが同程度であった。そのため
、従来金属織物の利用は、一般的には金属フィルターやゲージなどに限定されていた。
　たとえば、従来技術２のごとく極細の金属線を縦糸および細糸に用いた場合には、布の
ような風合いが縦横方向に発揮され得るものの、金属の剛性または保形性といった性質が
欠落する。一方、従来金属織物において剛性または保形性を重視した場合には、柔軟性が
欠如し布のような風合いは発揮されない。
　より具体的には、たとえば、茶こしのような深絞り加工を要する物品を従来金属織物に
よって形成しようとすると、湾曲面における縦糸と横糸との交差部において金属線が破断
してしまうという問題があった。このような破断は、極細の金属線または柔軟性のある金
属を主成分とする金属線を選択することによってある程度解消され得るが、これにより保
形性が低下してしまう。そのため、従来金属織物は、深絞り加工には不向きであった。尚
、本明細書においていう深絞り加工とは、一枚の金属織物から筒状または円錐状などの側
面を有する底付きの成形品をプレス加工により形成することをいう。
【００２１】
　また従来金属織物は、それ自体で特段の意匠性を有さず、意匠性を施すためには、上述
する従来技術１のごとく特殊な構造にするか、あるいは後工程において着色するなどの別
工程を要していた。
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【００２２】
　金属織物１０は、縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０としてそれぞれ異種金属材
料からなる金属線を選択することによって、縦糸方向と横糸方向とにおいて異なる物性ま
たは風合いを発揮させることができる。これによって、上述する従来金属織物の種々の課
題を解決し得る。金属織物１０において発揮される好ましい物性または風合いは、用途を
勘案し、選択される縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０の金属材料の種類や組み合
わせによって適宜変更することができる。金属織物１０の個別具体的な効果は、以降の説
明において説明する。
【００２３】
　以下に金属織物１０について詳細に説明する。
　本実施形態にかかる金属織物１０は、図１に示すとおり、縦糸用金属線４０および横糸
用金属線５０を用いて平織された織物である。ただしこれは金属織物１０の織り方の一例
であって、金属織物１０は、綾織、畳織、または綾畳織などの縦糸および横糸を用いる他
の織り方によって織られた織物であってもよい。縦糸用金属線４０は、金属織物１０の縦
糸として用いられる金属線であり、横糸用金属線５０は金属織物１０の横糸として用いら
れる金属線である。
【００２４】
　縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０をなす金属材料は、金属単体であってもよい
し、合金であってもよい。たとえば、縦糸用金属線４０は一種の合金から構成された金属
線であり、横糸用金属線５０が他種の合金から構成された金属線であってもよい。あるい
は、縦糸用金属線４０は一の金属単体から構成された金属線であり、横糸用金属線５０が
他の金属単体から構成された金属線であってもよい。あるいは、縦糸用金属線４０および
横糸用金属線５０のいずれかが金属単体からなる金属線であって、他方が合金からなる金
属線であってもよい。
【００２５】
　本実施形態の好ましい例としては、縦糸用金属線４０に含まれる金属の主成分と、横糸
用金属線５０に含まれる金属の主成分と、が異種となるよう金属織物１０を構成してもよ
い。これにより、金属織物１０の縦糸方向における物性または風合いと、横糸方向におけ
る物性または風合いとを、顕著に異ならしめることが可能であり、本発明の効果が良好に
発揮されるからである。
【００２６】
　ここで縦糸用金属線４０に含まれる金属の主成分とは、縦糸用金属線４０をなす金属線
が金属単体からなる場合には当該金属単体であり、合金からなる場合には、当該合金にお
いて最も含有比率の高い金属である。横糸用金属線５０に含まれる金属の主成分も同様の
意味である。
【００２７】
　縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０を金属材料は、金属線として用いられ得る金
属単体または合金から適宜選択することができる。
【００２８】
　上記金属単体の具体例としては、銅、アルミニウム、ニッケル、チタン、金、銀、白金
、鉄、亜鉛、スズ、または鉛などを挙げることができるが、これに限定されない。
【００２９】
　上記合金の具体例としては、ステンレス鋼、黄銅（所謂、真鍮）、または亜鉛引などを
挙げることができるが、これに限定されない。上記ステンレス鋼とは、鉄を主成分（たと
えば５０％以上）とし、クロムを含む（たとえば１０．５％以上）合金である。ステンレ
ス鋼は、ＪＩＳ規格においてＳＵＳとして規定されており、たとえばＳＵＳ３０４、ＳＵ
Ｓ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌ、ＳＵＳ３１０Ｓは縦糸用金属線４０または横糸用金属線５０
をなす金属材料として好適である。上記黄銅は、銅と亜鉛を含む合金である。一般的には
、黄銅には亜鉛が２０％以上含まれる。上記亜鉛引は、亜鉛でメッキされた鋼である。
【００３０】
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　多数本の縦糸用金属線４０は、同種の金属材料からなる複数本の金属線の集合体であっ
てもよく、または互いに異なる複数種類の金属材料からそれぞれなる複数本の金属線同士
の混合体であってもよい。たとえば、ＳＵＳなどの第一の金属材料からなる複数本の金属
線と、黄銅などの第二の金属材料からなる複数本の金属線と、を１本または複数本おきに
交互に配置して縦糸用金属線４０としてもよい。同様に、多数本の横糸用金属線５０は、
同種の金属材料からなる複数本の金属線の集合体であってもよく、または互いに異なる複
数種類の金属材料からそれぞれなる複数本の金属線同士の混合体であってもよい。
【００３１】
　縦糸用金属線４０または横糸用金属線５０の一方が、第一の金属材料からなる金属線お
よび第二の金属材料からなる金属線を含む混合体であり、縦糸用金属線４０または横糸用
金属線５０の他方が、上記第一の金属材料からなる金属線を含まず、上記第二の金属材料
からなる金属線を含むように構成してもよい。すなわち、縦糸用金属線４０と横糸用金属
線５０とは、共通の金属材料からなる金属線を含んでもよい。たとえば、縦糸用金属線４
０を第一の金属材料の金属線と第二の金属材料の金属線との混合体とし、横糸用金属線５
０を第二の金属材料の金属線のみで構成してもよい。逆に、縦糸用金属線４０を第一の金
属材料の金属線のみで構成し、横糸用金属線５０を第一の金属材料の金属線と第二の金属
材料の金属線の混合体としてもよい。または、縦糸用金属線４０を第一の金属材料の金属
線と第二の金属材料の金属線との混合体とし、横糸用金属線５０を第二の金属材料の金属
線と第三の金属材料の金属線との混合体としてもよい。
　一例として、ＳＵＳ製の複数本の金属線と黄銅製の複数本の金属線の混合体として縦糸
用金属線４０を形成し、一方でＳＵＳ製の金属線のみまたは黄銅製の金属線のみで横糸用
金属線５０を形成することができる。
　本発明においては、上記のように縦糸用金属線４０または横糸用金属線５０の少なくと
も一方が、他方に含まれない金属材料からなる金属線を含む場合も、縦糸用金属線４０と
横糸用金属線５０とが異種金属材料からなるという。
【００３２】
　縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０が、第一の金属材料からなる金属線および第
二の金属材料からなる金属線を共に含む混合体であって、第一の金属材料からなる金属線
と第二の金属材料からなる金属線との本数比が、縦糸用金属線４０と横糸用金属線５０と
で相違するように構成してもよい。これにより、多数本の縦糸用金属線４０の平均的な物
性と、多数本の横糸用金属線５０の平均的な物性とが互いに異なるものとなる。
　本発明においては、上記のように縦糸用金属線４０と横糸用金属線５０とがそれぞれ複
数種類かつ共通の金属材料からなる金属線同士の混合体である場合も、かかる複数種類の
金属材料の金属線の本数比が縦糸用金属線４０と横糸用金属線５０とで異なる場合には、
縦糸用金属線４０と横糸用金属線５０とが異種金属材料からなるという。
【００３３】
　本実施形態にかかる金属織物１０は、縦糸方向の曲げ強さと、横糸方向の曲げ強さとが
、異なる。
　これにより、金属織物１０の縦糸方向と横糸方向との柔軟性を異ならしめ、従来金属織
物にはない性質を、金属織物１０において発揮させることが可能である。より具体的には
、金属織物１０は、縦糸方向または横糸方向のいずれか一方において一般的な金属織物の
剛性を示し、他方において一般的な金属織物よりも柔軟で布のようなしなやかさを発揮し
得る。
【００３４】
　金属織物１０の曲げ強さは、樹脂材料の曲げ試験方法であるＪＩＳ　Ｚ　７１７１（２
００８）に準拠して行うことができる。具体的には、金属織物１０から、縦糸方向８０ｍ
ｍ×横糸方向１０ｍｍの長方形の試験片を切断して第一試験片とする。同様に金属織物１
０から、横糸方向８０ｍｍ×縦糸方向１０ｍｍの長方形の試験片を切断して第二試験片と
する。第一試験片および第二試験片を、それぞれ、支点間距離を６４ｍｍとして半径５ｍ
ｍの圧子を２ｍｍ／ｍｉｎの試験速度で支点間中央位置に押し当てて所定の荷重で重量方
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向に押圧する。これによって第一試験片および第二試験片が示した曲げたわみ量（ｍｍ）
を測定する。本発明において曲げ強さとは、曲げ荷重に対する耐変形性を表す。たとえば
、第一試験片が第二試験片よりも曲げたわみ量が小さい場合には、金属織物１０は、縦糸
方向の曲げ強さが大きいと判断される。上記曲げ試験方法に用いられる試験機は、上述す
る３点曲げ試験が実施できるものであれば特に限定されないが、たとえばオートグラフ精
密万能試験機（島津製作所（株）製）などを用いることができる。
【００３５】
　上記曲げ試験方法における所定の荷重は、予備試験にて第一試験片および第二試験片と
同内容の２つの試験片を準備し、それぞれの最大曲げ荷重（Ｎ）を確認し、より小さい方
の最大曲げ荷重（Ｎ）以下の荷重（Ｎ）範囲において適宜、所定の荷重を決定してよい。
たとえば、所定の荷重は、上記小さい方の最大曲げ荷重（Ｎ）の２分の１とすることがで
きる。
【００３６】
　上述のとおり金属織物１０における縦糸方向の曲げ強さと、横糸方向の曲げ強さとを異
ならしめる具体的な手段として、たとえば、縦糸用金属線４０の曲げ強さと、横糸用金属
線５０の曲げ強さとを異ならしめるとよい。
【００３７】
　縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０ぞれぞれの曲げ強さが異なる場合には、縦糸
方向の金属線の本数と横糸方向の金属線の本数を同程度としつつも、金属織物１０におけ
る縦糸方向の曲げ強さと横糸方向の曲げ強さとを異ならしめることができる。
　またかかる構成を備える金属織物１０を用いて深絞り加工を実施した場合には、湾曲す
る箇所において、曲げ強さが相対的に小さい方向に延在する金属線が良好に変形する。そ
のため、相対的に曲げ強さが大きい方向に延在する金属線の湾曲に対する負荷が軽減し、
縦糸および横糸の交差部における金属線の破断が良好に回避される。
【００３８】
　縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０の曲げ強さは以下の方法で測定する。まず長
さ８０ｍｍに切断した縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０の短片を準備し、それぞ
れ第三試験片および第四試験片とする。そして支点間距離を６４ｍｍとして、第三試験片
の両端部を固定し、支点間中央位置に所定荷重の錘を吊り下げ、このときのたわみ量（ｍ
ｍ）を測定する。第四試験片も同様にたわみ量を測定する。これによって、第三試験片お
よび第四試験片の曲げ荷重に対する耐変形性を測定することができる。たとえば、第三試
験片が第四試験片よりも曲げたわみ量が小さい場合には、縦糸用金属線４０は、横糸用金
属線５０よりも曲げ強さが大きいと判断される。
　尚、縦糸用金属線４０または横糸用金属線５０が、一本単位では上記曲げ試験が実施不
可能である場合には、８０ｍｍに切断した縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０の短
片を複数本準備する。そして、それぞれの短片を所定本数束ねて一本にまとめ、左右端お
よび中央にて周方向にテープまきつけ、これを縦糸用金属線４０の第三試験片および横糸
用金属線５０の第四試験片としてもよい。金属線一本ごとの曲げ強さを比較する趣旨から
、第三試験片および第四試験片を構成する短片の数は同数とする。ここで、多数本の縦糸
用金属線４０が複数種類の金属材料からなる金属線同士の混合体である場合には、当該多
数本の金属線の曲げ強さの平均値を縦糸用金属線４０の曲げ強さとする。横糸用金属線５
０についても同様とする。
【００３９】
　たとえば金属織物１０において、縦糸用金属線４０の曲げ強さが、横糸用金属線５０の
曲げ強さより大きくなるよう、縦糸および横糸として適宜の金属線を選択することができ
る。
【００４０】
　これにより、長尺方向に張られた複数本の縦糸用金属線４０に対し、横糸用金属線５０
を織り込む際、横糸用金属線５０が縦糸用金属線４０の周面に柔軟に追従し、織り込み時
の縦糸または横糸の破断を防止する。
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【００４１】
　本実施形態における金属織物１０は、縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０が異種
金属材料からなることによって、以下のとおり構成することもできる。
　即ち、波形状かつ所定方向に延在する縦糸用金属線４０の縦糸第一頂点４２と、縦糸第
一頂点４２に隣り合う縦糸用金属線４０の縦糸第二頂点４４との高低差を高低差Ａ（図１
（ｂ）参照）とする。波形状かつ所定方向に延在する横糸用金属線５０の横糸第一頂点５
２と、横糸第一頂点５２に隣り合う横糸用金属線５０の横糸第二頂点５４との高低差を高
低差Ｂ（図１（ｃ）参照）とする。ここで高低差Ａと高低差Ｂと、が異なるよう金属織物
１０を構成することができる。なお、高低差Ａおよび高低差Ｂは、縦糸用金属線４０と横
糸用金属線５０との交点における高低差を複数箇所（たとえばランダムに選択された１０
箇所）に亘って測定した平均値として求めることができる。縦糸用金属線４０または横糸
用金属線５０が複数種類の金属材料からなる金属線同士の混合体である場合にも同様に、
ランダムに選択された交点における高低差の平均値として求めることができる。
【００４２】
　かかる構成を実施するための手段として、たとえば、縦糸用金属線４０の曲げ強さが、
横糸用金属線５０の曲げ強さよりも大きくなるよう縦糸および横糸を選択し、これによっ
て高低差Ａよりも高低差Ｂが大きくなるよう金属織物１０を構成してもよい。
【００４３】
　このような金属線の選択により、金属織物１０の製造時に、横糸用金属線５０が縦糸用
金属線４０の周面に沿って波形状に湾曲し織り込み時の縦糸用金属線４０の変形が小さく
抑えられ得る。織り込み時の変形が小さかった金属線（縦糸用金属線４０）は、さらに湾
曲する余地が残されている。そのため、金属織物１０を用いて深絞り加工したときに、当
該金属線は、破断することなく所望の方向に湾曲可能である。
【００４４】
　本実施形態にかかる金属織物１０は、線径の等しい縦糸用金属線４０および横糸用金属
線５０を用いた例を示した。このように線径が等しいにも関わらず、金属織物１０の縦糸
方向と横糸方向とにおいて物性や風合いを異ならしめることができることが、本実施形態
の一つの特徴である。ただし、本実施形態の変形例として、金属織物１０は線径の異なる
縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０を用いて織られてもよい。
【００４５】
　縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０の線径の数値範囲は特に限定されず、金属織
物１０が用いられる用途によって適宜決定することができる。たとえば、線径の小さい縦
糸用金属線４０および横糸用金属線５０を選択することによれば、一方向において金属の
剛性を残しつつ、他方向において布のような風合いを示し得る。かかる趣旨からは、例え
ば縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０の線径は、０．０１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下
の範囲から適宜選択するとよい。
【００４６】
　本実施形態に用いられる縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０はさらに以下の関係
を有していてもよい。
　即ち、縦糸用金属線４０よりも横糸用金属線５０の曲げ強さが小さく、かつ、縦糸用金
属線４０の引張破断強度を縦糸用金属線４０の曲げ強さで除した値よりも、横糸用金属線
５０の引張破断強度を横糸用金属線５０の曲げ強さで除した値の方が大きい。
　かかる関係を有する縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０を用いてなる金属織物１
０は、深絞り加工性に優れる。
【００４７】
　縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０の引張破断強度（Ｎ）は、ワイヤなどの金属
線の引張破断強度を測定可能な引張試験機を用いて測定することができる。尚、ここでい
う金属線の引張破断強度（Ｎ）は、金属線一本あたりの引張破断強度である。縦糸用金属
線４０が複数種類の金属材料からなる金属線同士の混合体である場合には、金属線ごとの
引張破断強度の平均値を縦糸用金属線４０の引張破断強度とする。横糸用金属線５０につ
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いても同様とする。
【００４８】
　また本実施形態の金属織物１０は、縦糸用金属線４０の曲げ強さが横糸用金属線５０の
曲げ強さよりも大きく、かつ、縦糸用金属線４０の延在方向の引張破断強度に対する、横
糸用金属線５０の延在方向の引張破断強度が９０％以上１１０％以下となるよう構成され
てもよい。これにより、横糸方向における柔軟性を維持しつつも、金属織物１０の縦糸方
向および横糸方向の引張破断強度を同定とすることができる。
　かかる金属織物１０の構成はたとえば以下のとおりに実現することができる。即ち、横
糸用金属線５０の曲げ強さよりも大きい曲げ強さを示す縦糸用金属線４０を選択する。加
えて、横糸用金属線５０の線径を縦糸用金属線４０の線径よりも適度に大きくし、または
、単位面積当たりにおける横糸用金属線５０の本数を縦糸用金属線４０の本数よりも多く
すればよい。金属織物１０における縦糸用金属線４０の延在方向の引張破断強度および横
糸用金属線５０の延在方向の引張破断強度は、以下のとおり測定することができる。まず
金属織物１０から縦糸方向に長尺の長方形の試験片を切断し、また横糸方向に長尺の長方
形の試験片を切断する。これらの長方形の縦横寸法は同一とする。そして上記試験片の長
尺方向を引張荷重をかける方向とし、一般的な引張試験機において引張試験を実施し、各
試験片が破断したときの荷重を計測することにより上記引張破断強度を求めることができ
る。
【００４９】
＜第二実施形態＞
　次に第二実施形態として、本発明の金属織物１０を用いた本発明の室内装飾品の一例で
あるカーテン１００について図２を用いて説明する。
　図２は、本発明の第二実施形態にかかるカーテン１００の正面図である。
【００５０】
　カーテン１００は、金属織物１０を含んで構成される室内装飾品の一例である。
　本発明において室内装飾品とは、室内を装飾する物品全般を意味する。より具体的には
、上記室内装飾品には、カーテン、のれん、ソファーカバー、ベッドカバー、ピアノカバ
ー、またはテーブルクロスなどの織物が主体となる物品、ソファー、ベッド、またはラン
プシェードなどの部分的に織物が用いられてなる物品、および壁紙などに用いられる化粧
シートを含む。
【００５１】
　カーテン１００に例示される本発明の室内装飾品は、従来は布で構成されていた箇所を
金属織物１０に変更可能であり、これまでにない風合いを種々の室内装飾品において発揮
することができる。もちろん、種々の室内装飾品において用いられていた従来金属織物に
替わって金属織物１０を用いてもよい。
【００５２】
　以下にカーテン１００の構成について詳細に説明する。
　図２に示されるとおり、本実施形態のカーテン１００は、窓１１０を覆って吊り下げら
れた２枚の金属織物１０を有している。
　カーテン１００を構成する金属織物１０は、縦糸用金属線４０の延在方向の一端側にカ
ーテンリング１１４が設けられており、カーテンリング１１４をカーテンレール１１２に
通すことによって吊り下げられている。カーテン１００は、窓１１０を室内側から覆うこ
とが可能であるとともに、窓１１０の端部に押し寄せて束ねることが可能である。図２で
は、紙面左側のカーテン１００は、窓１１０を覆った状態であり、紙面右側のカーテン１
００は、窓１１０の右端に向かって押し集められてカーテンホルダ１４０によって束ねら
れた状態である。
【００５３】
　カーテン１００は、金属織物１０から構成されている。本実施形態におけるカーテン１
００は、吊るし方向（紙面ｙ方向）が縦糸方向、および束ねる方向（紙面ｘ方向）が横糸
方向となっている。ただし、図示省略するカーテン１００の変形例として、吊るし方向（
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紙面ｙ方向）が横糸方向、および束ねる方向（紙面ｘ方向）が縦糸方向となっていてもよ
い。
【００５４】
　本実施形態におけるカーテン１００は、一連の金属織物１０を用いて構成されている。
本実施形態の変形例として、複数枚の金属織物１０を紙面ｙ方向またはｘ方向に繋いでカ
ーテン１００を構成することもできる。一の金属織物１０と他の金属織物１０とを繋ぐ方
法は特に限定されないが、縦糸方向および横糸方向を合わせた上、互いの端部を重ねて溶
接してもよいし、あるいは網目を縫い合わせてもよい。また金属織物１０とは異なる金属
織物、布、または樹脂製シートなどの他の部材を、金属織物１０と繋ぎ合わせてカーテン
１００を構成することもできる。ここでいう異なる金属織物とは本発明の金属織物および
従来金属織物のいずれも含む。
【００５５】
　カーテン１００をなす金属織物１０は、縦糸用金属線４０の曲げ強さが、横糸用金属線
５０の曲げ強さよりも大きくなるよう構成されている。これによって、カーテン１００は
、吊るし方向において、相対的に剛性が高く、窓から風が吹き込んできたときに布製のカ
ーテンに比べてはためき難い。一方、カーテン１００は、束ねる方向いおいて相対的に柔
軟性が高く、布製のカーテンのように幅方向（紙面ｘ方向）に向かってスムーズに押し集
められ束ねられる。
【００５６】
　本実施形態にかかるカーテン１００は、図２に示すとおり、縦糸用金属線４０の延在方
向に、第一横糸用金属線５０Ａ（５０）が所定の幅領域に並列してなる第一織込領域１７
を有している。またカーテン１００は、第一織込領域１７とは異なる領域であって、縦糸
用金属線４０の延在方向に、第二横糸用金属線５０Ｂ（５０）が所定の幅領域に並列して
なる第二織込領域１２を有している。第一横糸用金属線５０Ａと第二横糸用金属線５０Ｂ
とは異なる金属線である。
【００５７】
　カーテン１００は、このように縦糸用金属線４０の延在方向において所定の幅領域ごと
に横糸が変更された金属織物１０を備えることによって、縦糸方向に連続して一種類の横
糸が使用されてなる従来金属織物を備える場合に比べて意匠性を高い。
　上述する横糸が変更された領域は縦糸方向において２か所である必要はなく、たとえば
、カーテン１００は、図２に示すように、第一織込領域１７および第二織込領域１２の間
に、異なる金属線を横糸としてなる第三織込領域１６および第四織込領域１４を有する。
【００５８】
　ここで、第一横糸用金属線５０Ａと第二横糸用金属線５０Ｂとが異なる金属線であると
は、たとえば、第一横糸用金属線５０Ａと第二横糸用金属線５０Ｂとが異種金属材料から
なる金属線である。また別の態様としては、第一横糸用金属線５０Ａと第二横糸用金属線
５０Ｂとが同種の金属材料からなる金属線であって、少なともいずれか一方に着色材がコ
ーティングされており、視認される色味が相違していてもよい。
【００５９】
　特には、第一横糸用金属線５０Ａに含まれる金属の主成分と、第二横糸用金属線５０Ｂ
に含まれる金属の主成分とが、異種であるとよい。
　これによって、カーテン１００において第二織込領域１２および第一織込領域１７の風
合いや物性を顕著に変化させ得るからである。
【００６０】
　カーテン１００は、縦糸用金属線４０または横糸用金属線５０の延在方向において、部
分的にメッシュ数が変更されている。
　より具体的には、本実施形態にかかるカーテン１００に用いられた一枚の金属織物１０
は、相対的にメッシュ数が少なく目の粗い粗領域２０、および相対的にメッシュ数が多く
目の細かい密領域３０を有する。
　より具体的には、本実施形態にかかるカーテン１００は、縦糸方向の上側（カーテンレ
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ール１１２側）のメッシュ数が、縦糸方向の下側（カーテンレール１１２とは反対側）の
メッシュ数よりも少ない。即ち、カーテン１００は、縦方向の任意の位置で、メッシュ数
が切り替わっている。本実施形態にかかるカーテン１００は、吊り下げられた状態におけ
る上下方向の上方において網目が疎であり、相対的に下方は網目が密である。尚、メッシ
ュ数とは、１インチ（２５．４ｍｍ）の長さに含まれる網目の数を意味する。縦糸方向と
横糸方向とのメッシュ数は、互いに等しくてもよくまたは相違してもよい。また網目とは
、縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０によって囲まれた開口である。
【００６１】
　縦糸用金属線４０または横糸用金属線５０の延在方向において、部分的にメッシュ数を
変更することにより、一連の金属織物１０において通気性に差異を設けることができる。
即ち、このような部分的なメッシュ数の変更により、カーテン１００は、面内において風
の通り易さが部分的に変更されている。
　たとえば、図２に示すとおり、カーテン１００は、メッシュ数が相対的に少ない上方で
、風通しが良好であり、かつメッシュ数が相対的に多い下方で、屋外から室内への視認を
低下せしめ遮蔽効果を高めることができる。
【００６２】
　このように縦糸方向または横糸方向において、部分的にメッシュ数が変更されることに
より、メッシュ数の少ない部分に空気の流れを誘導することが可能である。
【００６３】
＜第三実施形態＞
　次に第三実施形態として、本発明の金属織物１０を用いた本発明の仕切り部材の一例で
ある仕切り部材２００の構成について図３を用いて説明する。
　図３（ａ）は、本発明の第三実施形態にかかる仕切り部材の正面図であり、図３（ｂ）
は図３（ａ）のｂ－ｂ線断面図であり、図３（ｃ）は図３（ａ）のｃ－ｃ線断面図である
。
【００６４】
　仕切り部材２００は、金属織物１０と、金属織物１０の外縁を支持する枠体２１０と、
を有する。また本実施形態にかかる仕切り部材２００は、枠体２１０で支持された金属織
物１０が略垂直に起立した姿勢を保つための足部２１２が設けられている。
　仕切り部材２００は、空間を仕切る部材であって、たとえば室内空間を任意の位置で仕
切る、所謂パーテーションとして機能させることができる。
【００６５】
　本実施形態にかかる仕切り部材２００は、図示省略する縦糸用金属線４０の延在方向が
起立方向（紙面ｙ方向）であり、図示省略する横糸用金属線５０の延在方向が幅方向（紙
面ｘ方向）となる向きで金属織物１０が用いられている。ただし、部材２００における金
属織物１０の方向性はこれに限定されるものではなく、縦糸用金属線４０の延在方向と横
糸用金属線５０の延在方向とが上述とは逆になってもよい。また上記幅方向を０度として
、縦糸用金属線４０の延在方向が０度を超えて９０度未満となるように、金属織物１０が
枠体２１０に支持されてもよい。
　本実施形態における仕切り部材２００は、面内方向において金属織物１０が撓みなく張
った状態で設けられている。
【００６６】
　仕切り部材２００は、金属織物１０の見た目の風合いがそのままに活かされ美麗であり
意匠性が高い。そのため、仕切り部材２００は、室内空間を仕切るという機能を発揮する
とともに、装飾的にも高い効果を発揮する。
　即ち、金属織物１０は、縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０として異種金属材料
が用いられ、これらが織り込まれているため、従来金属織物にはない風合いを有する。こ
れは色または材質が相違する縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０を織り込むことに
よって発揮される特殊な風合いによるものと本発明者は推察している。
【００６７】
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　本実施形態にかかる仕切り部材２００は、図３（ｂ）に示す正面視方向ｓと、左右視方
向ｔと、における視覚性が異なるとともに、図３（ｃ）に示す正面視方向ｓと、上方視方
向ｕ１および下方視方向ｕ２と、における視覚性が異なっている。また、左右視方向ｔと
、上方視方向ｕ１および下方視方向ｕ２と、でも視覚性が異なる。このように本実施形態
にかかる仕切り部材２００は、見る角度によって視覚性が異なるため、意匠性が高い。尚
、ここでいう視覚とは、目視で識別される色味、および目視から感じる金属線の材質から
発揮される風合い（例えば温かみ、清潔感など）を感知することをいう。
【００６８】
　ここで、正面視方向ｓとは、仕切り部材２００に対し正面側から金属織物１０の法線方
向に平行に仕切り部材２００を観察する方向をいう。また左右視方向ｔとは、仕切り部材
２００に対し左右側から金属織物１０の法線方向に交差する角度で仕切り部材２００を観
察する方向をいう。また上方視方向ｕ１および下方視方向ｕ２とは、仕切り部材２００に
対し上側から下側または下側から上側に向けて金属織物１０の法線方向に交差する角度で
仕切り部材２００を観察する方向をいう。
【００６９】
　上述のとおり金属織物１０を用いた仕切り部材２００が見る角度によって視覚性が異な
る理由は、以下のとおりである。尚、以下の説明で、仕切り部材２００を観察する者を観
察者という。
　即ち、観察者は、正面視方向ｓにおいて、縦糸用金属線４０と横糸用金属線５０とが織
り重なった独特の風合いを視覚する。また観察者は、左右視方向ｔにおいて、横糸用金属
線５０よりも縦糸用金属線４０を多く視認し、縦糸用金属線４０の色や材質を強く視覚す
る。また観察者は、上方視方向ｕ１および下方視方向ｕ２において、縦糸用金属線４０よ
りも横糸用金属線５０を多く視認し、横糸用金属線５０の色や材質を強く視覚する。ここ
で、上述のとおり金属織物１０は、縦糸用金属線４０と横糸用金属線５０とが異種金属材
料からなるため、互いに色および／または材質が異なる。そのため、観察者は、正面視方
向ｓと、左右視方向ｔと、上方視方向ｕ１および下方視方向ｕ２と、において、仕切り部
材２００における金属織物１０を異なって視覚するのである。
【００７０】
　左右視方向ｔは、視認角度が深くなるほどより縦糸用金属線４０の視認量が増大する。
例えば図３において、左右視方向ｔは、金属織物１０に向かって右側からみた右視方向ｔ
１よりも、金属織物１０に向かって左側からみた左視方向ｔ２の方が視認角度が深い。そ
のため、右視方向ｔ１よりも左視方向ｔ２のほうが、より横糸用金属線５０の視認量が多
い。
【００７１】
　たとえば、縦糸用金属線４０がステンレス鋼であり、横糸用金属線５０が黄銅である金
属織物１０は、特に優れた美観を発揮する。
　そのためかかる金属織物１０を用いてなる仕切り部材２００は意匠性に特に優れる。
　即ち、ステンレス鋼は、一般的に銀色の色味を観察者に視覚させる。一方、黄銅は、一
般的に金色の色味を観察者に視覚させる。そのため観察者は、正面視方向ｓにおいて、金
色の金属線と銀色の金属線とが織り重なってなる独特の風合いを視覚する。また観察者は
、左右視方向ｔにおいて、縦糸用金属線４０として用いられたステンレス鋼の銀色を多く
視覚し、上方視方向ｕ１および下方視方向ｕ２において、横糸用金属線５０として用いら
れた黄銅の金色を多く視覚する。かかる仕切り部材２００は、観察される方向によって金
と銀との混合、または金、または銀という色味を観察者に知覚させるという優れた意匠性
を有する。たとえば、観察者に左右視方向ｔから金色を多く視覚させたい場合には、金属
織物１０の縦糸方向が仕切り部材２００の左右方向となるよう、図３に示す金属織物１０
の向きを９０度回転させればよい。
【００７２】
＜第四実施形態＞
　次に第四実施形態として、本発明の金属織物１０を用いた本発明の衣類の一例である衣
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類３００の構成について図４を用いて説明する。
　図４（ａ）および図４（ｂ）は、本発明の第四実施形態にかかる衣類３００の袖３１６
の正面図である。図４（ａ）は、袖３１６を伸ばした状態を示し、図４（ｂ）は、袖３１
６を肘の部分で曲げた状態を示している。
【００７３】
　本実施形態にかかる衣類３００は、金属織物１０を含んで構成されている。
　本発明において衣類３００とは、人間が身に着ける物の総称であり、一般的な衣服、エ
プロン、帽子、アームカバー、靴下、または手袋などを広く含む。
　衣類３００が金属織物１０を含んで構成されているとは、衣類３００において少なくと
も一部（本実施形態においては袖３１６）に金属織物１０が用いられていることを意味す
る。したがって、衣類３００は、主として金属織物１０のみから構成されている態様、お
よび所定の箇所のみ金属織物１０が用いられ他の箇所は布などの他の部材により構成され
ている態様を含む。
【００７４】
　金属織物１０を備える衣類３００は、金属織物１０の備える優れた効果が発揮され、従
来にない機能または意匠性を備える。
　金属織物１０は、上述する他の実施態様において説明したとおり、縦糸方向または横糸
方向のいずれか一方向において金属の剛性を示し、他方向において布のような柔軟性を発
揮することが可能である。そのため、図４に示すとおり、袖３１６などの衣類の立体的な
部分を金属線によって構成することが可能である。
【００７５】
　図４に示すとおり衣類３００は、袖３１６を備える。図示省略する袖３１６以外の部分
（例えば前身頃および後ろ身頃など）は、金属織物１０を用いるか否かは任意である。
　袖３１６は、袖本体３１０と袖口３１２を有する。
　袖本体３１０は、金属織物１０より構成されている。袖本体３１０における金属織物１
０は、縦糸方向および横糸方向のいずれか一方が、袖３１６の長尺方向（紙面ｘ方向）と
平行であり、他方が袖３１６の周方向と平行である。
【００７６】
　袖本体３１０は、袖３１６の長尺方向に延在する縦糸用金属線４０または横糸用金属線
５０の一方が、袖３１６の周方向に延在する縦糸用金属線４０または横糸用金属線５０の
他方よりも曲げ強さが小さいことが好ましい。これによって衣類３００は、図４（ｂ）に
示すように袖３１６が曲げられるとき袖本体３１０の抵抗が小さく、布製の袖のように柔
軟に腕の曲げ伸ばしを可能とする。
　たとえば、袖本体３１０は、相対的に曲げ強さの小さい横糸方向を袖３１６の長尺方向
に延在させ、相対的に曲げ強さの大きい縦糸方向を袖３１６の周方向に延在させることが
できる。
【００７７】
　袖口３１２は、袖本体３１０と同様に金属織物１０で形成されている。一連の金属織物
１０によって袖本体３１０から袖口３１２までを連続して形成してもよい。また別々に形
成された金属織物１０を用いて袖口３１２を構成するとともに、袖口３１２と袖本体３１
０とを繋いでもよい。
【００７８】
　金属織物１０を用いてなる衣類３００は、金属織物１０の任意の箇所において装飾また
別部材が設けられてもよい。たとえば、衣類３００は、袖口３１２の適切な位置にボタン
３１４が装着されている。ボタン３１４は装飾用であってもよいし、袖口３１２に設けら
れた図示省略するボタンホールに留められる実用性のある部材であってもよい。
【００７９】
　本実施形態の図示省略する変形例としては、たとえば金属織物１０を用いて作成された
パニエを挙げることができる。パニエとは、スカートの下に着用し、スカート生地を身体
から離れる方向に膨らませるための下着である。一般的なパニエはこしのある化学繊維に
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より作成されるが張りの点で充分でない場合があった。これに対し、金属織物１０を用い
て作成されたパニエであれば、縦糸方向または横糸方向のいずれか一方において金属の剛
性を発揮させ、他方において布のような柔軟性を発揮可能である。そのため、金属織物１
０を用いて作成されたパニエは、化学繊維からなる従来のパニエと比してスカートを膨ら
ませる機能を良好に発揮するともに身体に着用する衣類として違和感を与え難い。もちろ
ん、本変形例であるパニエの内側に布製の裏地などを設け、本発明の衣類３００であるパ
ニエの着用感をさらに高めてもよい。
　金属織物１０を用いてパニエを構成する場合には、たとえば、当該パニエを着用した人
間の起立方向に相対的に曲げ強さが大きい金属線を用い、当該人間の脚部の周方向に相対
的に曲げ強さが小さい金属線を用いることができる。
【００８０】
＜第五実施形態＞
　次に第五実施形態として、本発明の金属織物１０を用いた本発明の電磁波シールド部材
について説明する。
【００８１】
　本発明の電磁波シールド部材は、金属織物１０を含む。
　本発明の電磁波シールド部材は、金属織物１０の特性が活かされるため、所望の形状に
深絞り加工し、または湾曲させるなどして、電磁波を発する装置の一部または全部を被覆
することができる部材である。
【００８２】
　電磁波を発する装置としては、例えばＬＥＤ照明灯、太陽光発電装置（特には当該装置
に用いられるパワーコンディショナ）などを挙げることができる。金属織物１０であれば
、これらの種々の装置の要所を被覆可能な形状に容易に加工することができる。
【００８３】
　照明器具または発電装置などを覆う本発明の電磁波シールド部材は、これらの装置から
発する電磁波を遮蔽するとともに、可視光を充分に透過させることが好ましい。かかる観
点からは、下記式１で示される電磁波シールド係数Ｘが所定の範囲となるよう調整すると
よい。
Ｘ＝（単位面積当たりの可視光透過率）／（単位面積当たりの電磁波透過率）　　（式１
）
【００８４】
　式１に示されるＸの所定範囲は、本発明の電磁波シールド部材が用いられる装置または
場所によって異なる。たとえば照明灯のように装置から外方向に可視光を照射することが
主たる目的の装置等は、単位面積当たりの開口透過率が９０％以上であって、かつＸが５
以上であることが好ましく、１０以上であることがより好ましく、１５以上であることが
さらに好ましい。
【００８５】
　本発明の電磁波シールド部材を構成する縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０は、
それぞれの電磁波吸収特性または電磁波反射特性を加味し、遮蔽したい電磁波の波長域（
周波数）にあわせて適宜選択するとよい。これによって波長域の異なる２以上の電磁波を
高効率に遮蔽することが可能である。
【００８６】
　以上に本発明の実施形態およびその使用例について説明した。本発明は上述の説明に限
定されるものではなく、本発明の目的が達成される限りにおける種々の変形、改良等の態
様を含む。また本発明の使用方法も、適宜、変更することができる。
　たとえば、以上の各実施形態では、縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０からなる
金属織物１０を例に説明した。しかし本発明における金属織物はこれに限定されず、たと
えば、横糸方向に隣り合う縦糸用金属線４０と縦糸用金属線４０との間に、他の繊維が縦
糸として用いられていてもよい。同様に、縦糸方向に隣り合う横糸用金属線５０と横糸用
金属線５０との間に、他の繊維が横糸として用いられていてもよい。他の繊維としては、
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たとえば、木綿糸もしくはウール等の天然繊維、またはナイロン繊維もしくはポリエステ
ル繊維等の合成繊維を挙げることができる。このように布地を形成するために一般的に使
用される繊維を、縦糸用金属線４０と縦糸用金属線４０との間、および／または横糸用金
属線５０と横糸用金属線５０との間に並列させて金属織物を形成してもよい。これによっ
て、縦糸方向および／または横糸方向において、布の風合いを金属織物に付与することが
可能である。
【００８７】
　各実施形態において説明された事項は適宜、他の実施形態に適用することが可能である
。
　たとえば第三実施形態にかかる仕切り部材２００において説明した縦糸用金属線４０に
ステンレス鋼を用い、横糸用金属線５０に黄銅を用いてなる金属織物１０は、意匠性の高
さに加え、以下の優れた性質も有する。即ち、ステンレス鋼は黄銅に比べて曲げ強さが大
きいため、ステンレス鋼からなる金属線が延在する方向は相対的に金属の剛性が強く発揮
される。一方、柔軟性に優れる黄銅からなる金属線が延在する方向は相対的に布のような
柔軟性が発揮される。したがって縦糸用金属線４０にステンレス鋼を用い、横糸用金属線
５０に黄銅を用いてなる金属織物１０は、たとえば第二実施形態にかかるカーテン１００
に好適に用いることができる。
【００８８】
　上述する本発明の金属織物を用いる第二実施形態から第五実施形態は、本発明の金属織
物の用途を限定するものではない。本発明の金属織物は、異種金属材料によって縦糸用金
属線および横糸用金属線が構成されるという従来金属材料にはない構成を有することによ
って、さらに広範な技術分野に利用することが可能である。
　たとえば、本発明の金属織物において、熱伝導性の異なる異種金属材料を縦糸用金属線
および横糸用金属線に用いることによって、縦糸方向と横糸方向とにおける熱伝導性を異
ならしめることが可能である。したがって、たとえば長方形の金属織物の長尺方向の一辺
側から熱をかけたとき、長尺方向に速やかに熱を伝動させるとともに、短尺方向に徐々に
熱を伝導させることによって、長方形の金属織物の面方向において熱伝導の偏りを抑制す
ることができる。
【００８９】
　以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明する。
【００９０】
　定速伸長形の試験機を用いて、ＪＩＳ　Ｌ　１０９６に規定されるカットストリップ法
により金属織物１０の引張強さを測定した。
　具体的には、まず図１（ａ）から図１（ｃ）に示した第一実施形態の金属織物１０を作
成し、かかる金属織物１０から図５に示す試験片６０を複数切り出した。金属織物１０は
平織で作成した。金属織物１０の縦糸用金属線４０および横糸用金属線５０には、後述す
る各種の金属材料を用いた。一方、以下の各実施例において、縦糸用金属線４０および横
糸用金属線５０の線径（直径）は０．１［ｍｍ］で共通とし、金属織物１０のメッシュ数
は縦糸方向および横糸方向とも８０で共通とした。
【００９１】
　図５に示すように試験片６０は横倒し略Ｈ字状をなし、帯状部６４の両端に、この帯状
部６４よりも太幅の把持部６２がそれぞれ一体に形成されている。帯状部６４の長さ寸法
Ｌを１００ｍｍ、幅寸法Ｗを２５ｍｍとした。金属織物１０の縦糸用金属線４０または横
糸用金属線５０が帯状部６４の長手方向と一致するように試験片６０を金属織物１０から
切り出した。帯状部６４の長手方向（図５の上下方向）を金属織物１０の縦糸用金属線４
０の延在方向と一致させた場合、帯状部６４の長手方向に沿って縦糸用金属線４０が延び
ることとなる。また、帯状部６４の幅方向（図５の左右方向）を金属織物１０の縦糸用金
属線４０の延在方向と一致させた場合、帯状部６４の長手方向に沿って横糸用金属線５０
が延びることとなる。以下、縦糸用金属線４０と横糸用金属線５０とを区別せず、試験片
６０の長手方向に延びる金属線を縦糸６６と呼称し、試験片６０の幅方向に延びる金属線
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を横糸６８と呼称する。
【００９２】
　実施例１の試験片６０における縦糸６６は、複数種類の金属材料からそれぞれなる金属
線同士の混合体とし、具体的にはステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）からなる第一縦糸と黄銅
（真鍮）からなる第二縦糸とを１本おきに配置して用いた。横糸６８は、ステンレス鋼（
ＳＵＳ３０４）の金属線（第一横糸）のみの集合体とした。
　実施例２の試験片６０における縦糸６６は、ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）からなる金
属線（第一縦糸）のみの集合体とした。横糸６８は、複数種類の金属材料からそれぞれな
る金属線同士の混合体とし、具体的にはステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）からなる第一横糸
と黄銅（真鍮）からなる第二横糸とを１本おきに配置して用いた。
　実施例３の試験片６０は、横糸６８を黄銅（真鍮）からなる金属線（第一横糸）のみの
集合体とした点を除き実施例１と共通とした。
　比較例１および比較例２の試験片６０における縦糸６６と横糸６８は、それぞれステン
レス鋼（ＳＵＳ３０４）の金属線（第一縦糸および第一横糸）のみの集合体とした。
【００９３】
　上記実施例１から３および比較例１から２の試験片６０を、各例につき少なくとも５枚
用意した。なお、ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）の引張強度は５２０［Ｎ／ｍｍ２］程度
で、ヤング率は１９７ＧＰａ程度である。一方、黄銅（真鍮）の引張強度は３５０［Ｎ／
ｍｍ２］であり、ヤング率は１００ＧＰａ程度である。
【００９４】
　つぎに、定速伸長形の試験機が備える一対の掴み具（図示せず）に試験片６０の両端の
把持部６２をそれぞれ固定し、帯状部６４の長手方向に沿って５ｍｍ／分の速度で掴み具
同士を離間させた。これにより試験片６０の帯状部６４に対して、縦糸６６の延在方向に
沿って引張荷重を負荷した。なお、一対の掴み具で把持部６２の全体をそれぞれ固定し、
掴み間隔は１００ｍｍとした。
【００９５】
　下の表１は、縦糸６６および横糸６８の構成と、帯状部６４が破断するまで試験片６０
を試験機で牽引した場合の最大荷重の平均値を示す。最大荷重とは、試験機から試験片６
０に負荷した荷重を時系列で測定した結果のうちの最大値である。最大荷重の平均値は、
各実施例および比較例について少なくとも５枚の試験片６０にて最大荷重をそれぞれ測定
して平均した値である。
【００９６】
【表１】

【００９７】
　図６は、実施例１にかかる複数枚の試験片のうちの１枚に関する伸長量と引張荷重（最
大荷重：３６９［Ｎ］）との関係を示すグラフである。図６には、比較例１にかかる複数
枚のうちの１枚に関する伸長量と引張荷重（最大荷重：３４４［Ｎ］）との関係を示すグ
ラフを併せて表示してある。伸長量は、試験機の一対の掴み具が初期状態から離間したス
トローク（単位：ｍｍ）を示す。引張荷重は、一対の掴み具が試験片の帯状部に対して長
手方向に負荷する力（単位：Ｎ）である。図７は、同様に、実施例２、実施例３および比
較例２にかかる複数枚の試験片のうちの各１枚に関する伸長量と引張荷重との関係を示す
グラフである。
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　図６および図７のグラフ形状に表れる伸長量と引張荷重との関係を伸長プロファイルと
呼称する。
【００９８】
　図６に示すように、驚くべきことに、ステンレス鋼よりも引張強度が低い黄銅を縦糸の
一部本数に用い、他の縦糸および総ての横糸をステンレス鋼とした実施例１の試験片は、
縦糸および横糸の全部本数にステンレス鋼を用いた比較例１の試験片よりも最大荷重（引
張破断強度）が大きくなった。また、図６のグラフから、伸長量が８ｍｍ程度以下までは
実施例１の試験片と比較例１の試験片の伸長プロファイルは、ほぼ共通していることが分
かった。縦糸および横糸をステンレス鋼の金属線のみで構成した比較例１の試験片は、引
張荷重が約３３０［Ｎ］となり伸長量が８ｍｍを超えたところで破断し、その後は伸長量
の増大に対して引張荷重は急激に減少した。これに対し、引張荷重が主として負荷される
縦糸をステンレスおよび黄銅で構成した実施例１の試験片は、伸長量が１１ｍｍを超える
まで引張荷重は増大を続け、その後に破断することが分かった。
　試験片が破断する際に、縦糸と横糸との交差部では、図１（ｂ）に示すように、引張荷
重が負荷されて緊張する縦糸（縦糸用金属線４０）が横糸（横糸用金属線５０）に対して
両側から押し付けられることにより縦糸の破断が開始すると考えられる。これに対し、ス
テンレス鋼よりもヤング率が低い黄銅を縦糸の一部本数に混在させた実施例１では、縦糸
と横糸との交差部で、黄銅からなる縦糸が柔軟に変形することで縦糸に加えられる剪断力
が低減され、これにより引張荷重が約３５０［Ｎ］に至るまで縦糸の破断が抑制されたと
考えられる。
【００９９】
　以上、実施例１および比較例１の対比から、試験片の横糸を共通とし、縦糸の一部に縦
糸よりもヤング率が低い金属線を混在させることで、縦糸の破断を抑制し、高い引張破断
強度を実現できることが分かった。
【０１００】
　図７に示すように、縦糸および横糸の全部をステンレス鋼の金属線とした比較例２の試
験片（最大荷重：３２８［Ｎ］）は、伸長量が３ｍｍを超えたところで破断して急激に引
張荷重が下がる結果となった。これに対し、縦糸をステンレス鋼のみで構成し横糸をステ
ンレス鋼と黄銅との混合体とした実施例２の試験片、および縦糸をステンレス鋼および黄
銅の混合物とし横糸を黄銅のみで構成した実施例３の試験片の最大荷重（引張破断強度）
は、どちらも比較例２の試験片の最大荷重よりも小さくなった。具体的には、実施例２に
かかる当該試験片の最大荷重は２５３［Ｎ］であり、実施例３にかかる当該試験片の最大
荷重は２７８［Ｎ］であった。しかしながら、実施例２の試験片は２ｍｍを超えて破断が
開始した後に、引張荷重が減少していく変化率が比較例２の試験片よりも緩やかとなった
。これにより、実施例２のように縦糸にヤング率の異なる金属線を混合させることで、引
張荷重が増大しても縦糸が急激に破断することを防止できることが分かった。
【０１０１】
　また、実施例３の試験片は、比較例２の試験片よりも大きな伸長量で破断することが分
かった。具体的には、比較例２の試験片が約３．５ｍｍの伸長量で破断したのに対し、実
施例３の試験片は約５ｍｍの伸長量となってから破断した。実施例３の結果より、縦糸と
して高ヤング率の材料（ステンレス鋼）の金属線と低ヤング率の材料（黄銅）の金属線と
を混在させ、横糸を低ヤング率の材料（黄銅）の金属線とすることで、縦糸方向に或る程
度の引張破断強度を確保しつつも最大伸長量を増大可能であることが分かった。
【０１０２】
　上記の実施例１から実施例３の結果から、縦糸または横糸の一方を第一の金属材料から
なる金属線および第二の金属材料からなる金属線を含む混合体とし、縦糸または横糸の他
方を第一の金属材料からなる金属線を含まず第二の金属材料からなる金属線を含むように
構成することで、縦糸および横糸の全本数を単一の金属材料の金属線で構成した比較例１
や比較例２では得られない種々の特性を有する金属織物が実現されることが明らかとなっ
た。
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【０１０３】
（実施例４）
　第五実施形態として上述した電磁波シールド部材としての金属織物の性能を評価した。
電磁波の発生する場所が電磁波シールド部材に近い場合を想定し、近傍界のシールド効果
を評価するＫＥＣ法を用いて金属織物の電磁波シールド特性を測定した。測定装置として
アジレント・テクノロジー社製のＲＦネットワーク／スペクトラム／インピーダンス・ア
ナライザ（製品番号：４３９６Ｂ）を用い、１００ＫＨｚから１ＧＨｚまでの電磁波シー
ルド効果を測定した。
【０１０４】
　図８は、実施例４、比較例３および比較例４の金属織物における１ＭＨｚから１ＧＨｚ
までの周波数帯域での電磁波シールド効果を示すグラフである。図９は、比較例４および
比較例５の金属織物における１ＭＨｚから１ＧＨｚまでの周波数帯域での電磁波シールド
効果を示すグラフである。
【０１０５】
　実施例４の金属織物は、縦糸の全本数をステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）の金属線で構成
し、横糸の全本数を黄銅の金属線で構成したものである。縦糸および横糸の線径（直径）
は０．１［ｍｍ］とし、メッシュ数は縦糸方向および横糸方向とも８０とした。
　比較例３の金属織物は、縦糸および横糸の全本数を黄銅の金属線で構成したものである
。縦糸および横糸の線径（直径）は０．１［ｍｍ］とし、メッシュ数は縦糸方向および横
糸方向とも６０とした。
　比較例４の金属織物は、縦糸および横糸の全本数をステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）の金
属線で構成したものである。縦糸および横糸の線径（直径）は０．１［ｍｍ］とし、メッ
シュ数は縦糸方向および横糸方向とも８０とした。比較例５の金属織物は、メッシュ数を
縦糸方向および横糸方向とも６０とした点を除き比較例４と共通とした。
【０１０６】
　図８および図９は、実施例４および比較例３から５に関していずれも複数枚の金属織物
を作成し、個別に電磁波シールド特性を測定した結果の平均値を示す。
【０１０７】
　図８に示す結果より、驚くべきことに実施例４の金属織物は、約６．６ＭＨｚおよび約
４６０ＭＨｚの二つの周波数において、比較例３および比較例４には見られないピーク的
な電磁波シールド効果が得られた。具体的には、縦糸をステンレス鋼、横糸を黄銅とする
実施例４の金属織物は、約６．６ＭＨｚの周波数Ｆ１に対して７４ｄＢの電磁波シールド
効果を有し、約４６０ＭＨｚの周波数Ｆ２に対して７３ｄＢの電磁波シールド効果を有す
ることが分かった。また、６００ＭＨｚ以上の高周波領域で電磁波シールド効果が単調に
増大し、この傾向が少なくとも１ＧＨｚまで継続することが分かった。
　一方、縦糸および横糸を黄銅で作成した比較例３の金属織物は、１ＭＨｚから１ＧＨｚ
の周波数帯域において電磁波シールド効果の極大値を複数個示したが、いずれも６８ｄＢ
以下であった。また、縦糸および横糸をステンレス鋼で作成した比較例４の金属織物も、
１ＭＨｚから２００ＭＨｚの周波数帯域において電磁波シールド効果の極大値を複数示し
たが、いずれも６７ｄＢ以下であった。また、比較例４は実施例４と同様に６００ＭＨｚ
以上の高周波領域で電磁波シールド効果が単調に増大することが確認された。
【０１０８】
　図９に示す結果より、メッシュ数が電磁波シールド特性に与える影響は小さいことが分
かった。すなわち、メッシュ数が８０である比較例４と、メッシュ数が６０である比較例
５とは、２００ＭＨｚ以下の周波数帯域では電磁波シールド特性が類似しており、特に１
ＭＨｚ以上１００ＭＨｚ以下の周波数帯域で６７ｄＢ以下の電磁波シールド効果である点
で共通する結果となった。この結果から推測するに、比較例３の金属織物のメッシュ数を
６０から８０に変化させても図８に示した電磁波シールド特性は類似する結果となること
が予想される。
　一方、メッシュ数が８０でステンレス鋼からなる縦糸と黄銅からなる横糸とで構成され
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た実施例４の金属織物は、ステンレス鋼のみで作成された比較例４および比較例５にも黄
銅のみで作成された比較例３にも見られない７０ｄＢ以上の高い電磁波シールド効果を複
数の周波数（Ｆ１およびＦ２）で有することが分かった。このことから、実施例４の金属
織物のように縦糸と横糸を異種金属材料で作成することにより周波数の異なる２以上の電
磁波を高効率に遮蔽することが可能となることが分かった。
【０１０９】
　以上より、本実施例の金属織物によれば、たとえばＬＥＤ電球が発する数ＭＨｚ程度の
電磁波ノイズおよび８００ＭＨｚ程度の携帯電話用電波など、異なる複数の周波数の電磁
波を好適に遮蔽することが可能である。
【０１１０】
　上記実施形態および実施例は、以下の技術思想を包含するものである。
（１）縦糸用金属線を縦糸とし、横糸用金属線を横糸とする金属織物であって、前記縦糸
用金属線と前記横糸用金属線とが異種金属材料からなることを特徴とする金属織物。
（２）縦糸方向の曲げ強さと、横糸方向の曲げ強さとが、異なる上記（１）に記載の金属
織物。
（３）前記縦糸用金属線の曲げ強さと、前記横糸用金属線の曲げ強さとが異なる上記（２
）に記載の金属織物。
（４）前記縦糸用金属線の曲げ強さが、前記横糸用金属線の曲げ強さより大きい上記（３
）に記載の金属織物。
（５）波形状かつ所定方向に延在する前記縦糸用金属線の縦糸第一頂点と、前記縦糸第一
頂点に隣り合う前記縦糸用金属線の縦糸第二頂点との高低差Ａと、波形状かつ所定方向に
延在する前記横糸用金属線の横糸第一頂点と、前記横糸第一頂点に隣り合う前記横糸用金
属線の横糸第二頂点との高低差Ｂと、が異なる上記（１）から（４）のいずれか一項に記
載の金属織物。
（６）前記縦糸用金属線の曲げ強さが、前記横糸用金属線の曲げ強さよりも大きく、かつ
、
前記高低差Ａよりも前記高低差Ｂが大きい上記（５）に記載の金属織物。
（７）前記縦糸用金属線の延在方向に、第一横糸用金属線が所定の幅領域に並列してなる
第一織込領域と、前記縦糸用金属線の延在方向に、第二横糸用金属線が所定の幅領域に並
列してなる第二織込領域と、を有し、前記第一横糸用金属線と前記第二横糸用金属線とが
異なる金属線からなる上記（１）から（６）のいずれか一項に記載の金属織物。
（８）前記第一横糸用金属線に含まれる金属の主成分と、前記第二横糸用金属線に含まれ
る金属の主成分とが、異種である上記（７）に記載の金属織物。
（９）前記縦糸用金属線または前記横糸用金属線の延在方向において、部分的にメッシュ
数が変更されている上記（１）から（８）のいずれか一項に記載の金属織物。
（１０）前記縦糸用金属線に含まれる金属の主成分と、前記横糸用金属線に含まれる金属
の主成分と、が異種である上記（１）から（９）のいずれか一項に記載の金属織物。
（１１）前記縦糸用金属線がステンレス鋼であり、前記横糸用金属線が黄銅である上記（
１）から（１０）のいずれか一項に記載の金属織物。
（１２）前記縦糸用金属線の曲げ強さよりも前記横糸用金属線の曲げ強さが小さく、かつ
、前記縦糸用金属線の引張破断強度（Ｎ）を前記縦糸用金属線の前記曲げ強さで除した値
よりも、前記横糸用金属線の引張破断強度（Ｎ）を前記横糸用金属線の前記曲げ強さで除
した値が大きい上記（１）から（１１）のいずれか一項に記載の金属織物。
（１３）上記（１）から（１２）のいずれか一項に記載の金属織物を含んで構成されるこ
とを特徴とする室内装飾品。
（１４）上記（１）から（１２）のいずれか一項に記載の金属織物と、前記金属織物の外
縁を支持する枠体と、を有することを特徴とする仕切り部材。
（１５）上記（１）から（１２）のいずれか一項に記載の金属織物を含んで構成されるこ
とを特徴とする衣類。
（１６）上記（１）から（１２）のいずれか一項に記載の金属織物を含んで構成されるこ
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【符号の説明】
【０１１１】
１０・・・金属織物
１２・・・第二織込領域
１４・・・第四織込領域
１６・・・第三織込領域
１７・・・第一織込領域
２０・・・粗領域
３０・・・密領域
４０・・・縦糸用金属線
４２・・・縦糸第一頂点
４４・・・縦糸第二頂点
５０・・・横糸用金属線
５０Ａ・・・第一横糸用金属線
５０Ｂ・・・第二横糸用金属線
５２・・・横糸第一頂点
５４・・・横糸第二頂点
６０・・・試験片
６２・・・把持部
６４・・・帯状部
６６・・・縦糸
６８・・・横糸
１００・・・カーテン
１１０・・・窓
１１２・・・カーテンレール
１１４・・・カーテンリング
１４０・・・カーテンホルダ
２００・・・仕切り部材
２１０・・・枠体
２１２・・・足部
３００・・・衣類
３１０・・・袖本体
３１２・・・袖口
３１４・・・ボタン
３１６・・・袖
Ａ・・・高低差
Ｂ・・・高低差
ｓ・・・正面視方向
ｔ・・・左右視方向
ｔ１・・・右視方向
ｔ２・・・左視方向
ｕ１・・・上方視方向
ｕ２・・・下方視方向
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